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はじめに1

　企業会計基準委員会（以下「ASBJ」という。）
は、2023年11月17日に、実務対応報告第45号
「資金決済法における特定の電子決済手段の会
計処理及び開示に関する当面の取扱い」（以下
「本実務対応報告」という。）及び企業会計基準
第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の
作成基準』の一部改正」（以下「キャッシュ・
フロー作成基準一部改正」という。）（以下合わ
せて「本実務対応報告等」という。）を公表し
た1。本稿では、本実務対応報告等の概要を紹
介する。
　なお、文中の意見に関する部分は筆者の私見
であり、ASBJの見解を示すものではないこと
をあらかじめ申し添える。

本実務対応報告等の公表の経緯2

　2022年6月に成立した「安定的かつ効率的な
資金決済制度の構築を図るための資金決済に関
する法律等の一部を改正する法律」（令和4年法

律第61号）により「資金決済に関する法律」
（平成21年法律第59号。以下「資金決済法」と
いう。）が改正され、いわゆるステーブルコイン
の取引を行う事業者について必要な規律が導入
された。ステーブルコインについて明確な定義
は存在しないが、一般的には、特定の資産と関
連して価値の安定を目的とするデジタルアセッ
トで分散台帳技術（又はこれと類似の技術）を
用いているものをいうと考えられている2。改正
された資金決済法では、このうち、法定通貨の
価値と連動した価格で発行され券面額と同額で
払戻しを約するもの及びこれに準ずる性質を有
するものが新たに「電子決済手段」と定義され、
必要な規定の整備が行われた。
　当該規定の整備を背景に、2022年8月に公益
財団法人財務会計基準機構内に設けられている
企業会計基準諮問会議より、資金決済法上の電
子決済手段の発行及び保有等に係る会計上の取
扱いを検討することを求める提言がなされ、
ASBJによって検討が行われた。
　本実務対応報告等は、2023年5月に公表した
実務対応報告公開草案第66号「資金決済法に

1 　本実務対応報告等に合わせて、日本公認会計士協会から会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッ
シュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正（以下「改正キャッシュ・フロー実務指針」という。）が公表され
ている。

2 　FSB（金融安定理事会）「「グローバル・ステーブルコイン」の規制・監督・監視－最終報告とハイレベルな勧告」
（2020年10月13日）における定義
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